
原爆被爆者援護施策等について



注）各事項の額は、億円単位未満四捨五入しているため、合計額は一致しない。
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原爆被爆者援護施策予算案について（令和５年度）

事 項
令和４年度
予 算 額

令和５年度
予算額(案)

主 な 事 業

原爆被爆者援護対策費

（１）医療費等

（２）諸手当等

（３）保健福祉事業等

（４）原爆死没者追悼事業等

（５）調査研究等

億円

1,226

313

793

75

8

37

億円

1,188

305

759

76

8

41

億円

・増 被爆体験者精神影響等調査研究委託費 12

・介護保険等利用被爆者助成事業 30

・医療特別手当 248
・健康管理手当 430

・原爆一般疾病医療費 254

・原爆疾病医療費 20

・被爆体験伝承事業 0.5

・被爆建物・樹木の保存事業 0.5



令和４年８月９日、被爆者団体要望会において、総理から「被爆体験者事業にがんの一部を追加することなどを検討

したい。来年４月より、医療費支給を開始できるよう、事業の性質に照らし、どのようながんを対象とできるかなどについ

て、速やかに厚生労働省に検討させたい」と表明。

○総理発言に伴い、「被爆体験者精神影響等調査研究事業の拡充に関する検討会」にて、専門家による検討を実施。

＜検討会での議論内容＞

• 対象合併症と発がんの関連性について一定のエビデンスが認められる以下のがんを調査研究の対象とする。

対象となるがん種：胃がん、大腸がん、肝がん、胆嚢がん、膵がん、乳がん、子宮体がん※

※上記がん種を合計すると全がんに占める割合は約５割

• 本事業における対象合併症と発がんの関連性について、科学的エビデンスについての知見を深めるための研究を
進めることとし、対象合併症と発がんの関連性に関する研究へ協力してもらうことに対して、事業対象者に医療費（自

己負担分）を支給。

• 対象合併症と発がんの関連性等に関する調査研究を、令和５年４月より開始（長崎大学等を想定）し、今後、研究成
果を踏まえながら、長崎県市と国が協議し、がん種の追加も検討していく。

• 被爆体験者の負担軽減となる事務手続き等の見直し（３年に１回の更新手続きの廃止、対象疾病の病名指定を解除
等）についても実施。

長崎被爆体験者事業拡充に関する検討会（被爆体験者事業におけるがんの一部追加等）について

総理発言

被爆体験者精神影響等調査研究事業の拡充に関する検討会

事業の見直し時期

検討会にて議論された内容を踏まえ、令和５年４月から運用開始できるよう、今後調整していくもの。
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令和４年１月28日付け事務連絡
「被爆者等による被爆の実相を語る証言活動の実施について」

1/2 2/2 ３

リバイス予定



被爆体験伝承者等派遣事業
令和５年度予算案 0.5億円（0.5億円）（原爆死没者追悼平和祈念館運営委託費の内数）

趣旨
戦後７０年以上が経過し、被爆者の高齢化が進み、被爆者本人が体験を語る機会が減少していく中で、被爆体験を次世代へ継承する

ことが課題となっている。そのため、国立原子爆弾被爆者追悼平和祈念館において、広島市・長崎市等が養成、研修している被爆体験の伝
承者、及び証言者等を国内、国外へ派遣する事業を行う。

広島・長崎原爆死没者追悼平和祈念館において実施

国内・国外派遣

国外
活動場所
・学校
・海外原爆展

※来日外国人に対して、また国外においても講話が行えるよう語学研修も実施

○ 国内、国外で被爆体験伝承者・証言者による講話を実施

専属のコーディネーターを
配置

派遣プランの作成
旅程等の手配
派遣中のサポート

・広島市、長崎市内等に派遣
・広島平和記念資料館や長崎原爆資料
館における講話

〇伝承者を養成

国内（広島・長崎市外）
活動場所
・学校
・公民館
・国内原爆展

広島市・長崎市等において実施

被爆体験伝承者
被爆者

被爆体験の伝授

伝承者
リストの
共有

※祈念館が養成している被爆体験記朗読者の派遣も可能

・被爆の実相や話法技術等の講義
・被爆者による被爆体験等の伝授
・講話実習

・都道府県等から、本事業実施事務局（祈念館）に対し、講話の実施を依頼。
・講話の実施に係り、被爆体験の伝承者等の派遣に係る費用（謝金、旅費）は国が負担。

証言者
リスト
の共有

〇証言者を養成

・話法技術等の講義
・講話実習

※長崎市では（公財）長崎平和推進協会にて研修を実施

被爆体験証言者（被爆者本人）

令和５年度から国立市が養成した伝承者も対象に追加

４



５

被爆体験伝承者等派遣事業 令和５年度募集チラシ
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事業名 原爆展（パネル展示）

主催者 自治体

開催場所 ××市役所ロビー

概要 ××市役所ロビーで原爆展（パネル展示）を開催する。

補助対象経費

・給料
・需用費
・役務費
（委託料として支出）

人件費
パネル作成費、チラシ代
チラシ郵送料

原爆死没者慰霊等事業費補助金により補助されている取組の例

事業名 ○○学区原爆死没者慰霊祭

主催者 ○○学区原爆死没者慰霊事業委員会

開催場所 ○○小学校 慰霊碑前

概要 慰霊碑前で原爆死没者を悼む慰霊祭を開催する。

補助対象経費

・報償費
・需用費
・役務費
・委託料

謝礼金
花代、お茶代、印刷代
案内状郵送料
会場設営
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令和２年12月17日付け事務連絡
「被爆二世健康記録簿（ひな形）の提供について」

※別添は省略1/2 2/2 ７



※リーフレットは令和３年７月６日付け事務連絡別添

８

令和２年11月25日付け事務連絡
「医師等が作成する診断書（介護手当用）の取扱いについて」
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※リーフレットは令和３年７月６日付け事務連絡別添

９

令和２年11月25日付け事務連絡
「医師等が作成する診断書（介護手当用）の取扱いについて」

4/43/4



令和２年11月19日付け事務連絡
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく諸手当の生活保護法及び老人福祉法における取扱いについて」

1/4 2/4 １０



令和２年11月19日付け事務連絡
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく諸手当の生活保護法及び老人福祉法における取扱いについて」

4/43/4 １１



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

原爆症認定審査期間の推移

平成26年度4月～3月受付分
（処理件数 1,712件）

平成27年8月～3月受付分
（処理件数 923件）

平成28年度4月～3月受付分
（処理件数 1,339件）

平成２７年８月より審査の迅速化開始

※「審査期間」は、申請受付から認定・却下通知が申請者に届くまでの期間として整理

原爆症認定審査については、平成２７年の平和祈念式典等において、総理から迅速な
審査に努めることを表明し、厚生労働大臣から原則６ヶ月での審査を行うことを約束。

48.9%

90.6%

91.0%

90.9%平成29年度4月～3月受付分
（処理件数 1,211件）

６か月以内で審査を行った割合

90.3%平成30年度4月～3月受付分
（処理件数 1,135件）

令和元年度4月～3月受付分
（処理件数 1,016件）

90.4%

89.6%令和２年度4月～3月受付分
（処理件数 843件）

7ヶ月以上

7ヶ月以上

7ヶ月以上

7ヶ月以上

7ヶ月以上

7ヶ月以上

7ヶ月以上

91.7%令和３年度4月～3月受付分
（処理件数 806件）

６ヶ月以内に審査した割合

令和４年９月末時点

7ヶ月以上
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氏名 ○ ○○ 性別 男 生年月日 昭和１０年１０月１日

住所

電話番号 ０１２－３４５－６７８９ 被爆者健康手帳
の番号 ９８７６５４３

負傷又は疾病の
名称 胃がん

被爆時の状況
（入市の状況を
含む。）
（※１）

8月6日は広島の爆心から約5km離れた○○町の○○工場にいましたので、被爆者健康
手帳は１号（直接被爆）で交付を受けています。
また、江波町の方へ出掛けていた兄が帰ってこなかったので、翌日、母親と広島市内に

捜索に行きました。8時 に○○町の自宅を出発し、9時頃に横川駅付近に到着し、天満川
に沿って、天満町、観音町の方を通り歩いていきました。

被爆直後の症状
及びその後の健
康状態の概要
（※２）

被爆直後は急性症状はありませんでした。
35歳頃 結核
1976年～ 貧血
1982年 胃潰瘍
1990年 白内障
1995年 高血圧症
2001年 肝機能障害
2008年 胃がん

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第１１条第１項の規定により、認定を受けたく、
関係書類を添えて申請します。

年 月 日
㊞

厚生労働大臣 殿
（※１）被爆をした地点及びその周囲の状況について記載してください。

被爆後の入がある場合には、入市日、入市経路及びその後の行動、滞在時間を記載してください。
なお、被爆者健康手帳の記載を参考に記載し、その写しを添付してください。

（※２）被爆直後の症状や被爆時以降現在までの健康状態の変化等について記載してください。

医療を受けていたり様々な調査を受けていたことにより、客観的な資料がある場合併せて添付してください。

「被爆時の状況」欄について
○被爆者健康手帳記載を参考に記載する。
○被爆者健康手帳に記載されていない被爆
事実がある場合も記載する。
（例：直接被爆のみで手帳が交付されて

いるが入市被爆もある場合）

≪原爆症認定申請時における留意事項について≫

１３



原 爆 諸 手 当 一 覧

手 当 の 種 類 令和５年度支給単価
（予定）

支 給 要 件 受給者数等
（令和４年３月末現在）

医療特別手当
月
額

145,420 円
原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の
認定を受けた人で、まだその病気やけがの治っていない人

6,062人

特別手当
月
額

53,700 円
原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の
認定を受けた人で、現在はその病気やけがが治った人

2,613人

原子爆弾小頭症
手当

月
額

50,050 円 原子爆弾の放射能が原因で小頭症の状態にある人 14人

健康管理手当
月
額

35,760 円
高血圧性心疾患等の循環器機能障害のほか、運動器機能障害、視機能障害
(白内障)、造血機能障害、肝臓機能障害、内分泌腺機能障害等１１障害の
いずれかを伴う病気にかかっている人

97,456人

保健手当
月
額

一
般

17,940 円 ２㎞以内で直接
被爆した人と当
時その人の胎児
だった人

2,509人

増
額

35,760 円
身障手帳１級から３級程度の身体障害、ケロイドのある
人又は70歳以上の身寄りのない単身居宅生活者

731人

介護手当
月
額

重
度

105,800 円

精神上又は身体上の障害のために費用を支出して身のまわりの世話をする
人を雇った場合
(重度：身障手帳１級及び２級の一部程度、
中度：身障手帳２級の一部及び３級程度)

13,205件
以内

中
度

70,520 円

以内

家族介護手当
月
額

22,830 円
重度の障害のある人で、費用を出さずに身のまわりの世話をうけている場
合(身障手帳１級及び２級の一部程度)

11,650件

葬祭料 212,000 円 原爆の影響の関連により死亡した被爆者の葬祭を行う人に支給 8,474件

令和５年度の医療特別手当等（葬祭料を除く。）の支給単価については、令和４年平均の全国消費者物価指数の対前年
比変動率が+2.5％（介護手当については、令和４年人事院勧告での月例給の改定が+0.23%）となったことにより、引
き上げとなります。（令和５年４月から改定予定）

１４
（人数は令和4年3月末時点の受給者数、件数は令和4年3月末時点の支給延べ件数）



「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟の「原告」と同じような
事情にあったと認められる者に係る取扱いについて

原告と同じような事情の者の取扱い

令和４年４月１日から適用する（適用前になされた交付申請については、令和４年４月１日に申請があったものとみなす）

適用期日

次に掲げる11種類の障害を伴う疾病（原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く）にかかっている者。

①黒い雨を浴びた、黒い雨で服が濡れたなど、黒い雨に遭ったことが確認できること。
※申請者の個々の状況を踏まえ、黒い雨に遭ったことが否定できない場合は、黒い雨に遭ったものとみなして取り扱う。

②黒い雨に遭った場所・時間帯、降雨状況、生活状況等が「原告」と同じような事情にあったことが確認できること。
※「黒い雨」訴訟の第一審判決及び第二審判決において「黒い雨」が降っていたことの事実認定に用いられた資料や、「黒い雨」
に遭った当時の居住地や通学先、勤務先の分かる書類等を基に、個々の事情を踏まえて確認する。

１．黒い雨に遭った者

２．疾病にかかっている者

①造血機能障害を伴う疾病（再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など） ②肝臓機能障害を伴う疾病（肝硬変など）
③細胞増殖機能障害を伴う疾病（悪性新生物など） ④内分泌腺機能障害を伴う疾病（糖尿病、甲状腺機能低下症など）
⑤脳血管障害を伴う疾病（くも膜下出血、脳出血、脳梗塞など） ⑥循環器機能障害を伴う疾病（高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など）
⑦腎臓機能障害を伴う疾病（慢性腎炎、慢性腎不全など） ⑧水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病（白内障）
⑨呼吸器機能障害を伴う疾病（肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症など）⑩運動器機能障害を伴う疾病（変形性関節症、変形性脊椎症など）
⑪潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病（胃潰瘍、十二指腸潰瘍など）

次の１及び２のいずれにも該当する者は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第１条第３号に規定する「身体に原子爆弾の
放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」と認めることとする。

※ 過去に白内障の手術を受けた者（眼内レンズ挿入者）は、水晶体混濁による視機能障害にかかっている者とみなす。
※ 診断書は、健康管理手当用のものを流用する。
※ 健康管理手当の支給要件である障害を伴う疾病の有無の認定における確認方法に準じて確認する。

（令和４年３月18日健発0318第８号健康局長通知）
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令和４年10月11日付け健総発1011第２号
「原子爆弾投下当時に広島の「黒い雨」に遭った者の胎児であった者からの被爆者健康手帳交付申請の取扱い等について」

1/2 2/2 １６



令和４年10月11日付け健総発1011第１号
「被爆者健康手帳の交付申請中に申請者が死亡した場合の取扱いについて」

１７



令和４年10月11日付け事務連絡
「「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟の原告と同じような事情にある方々に対する積極的な周知について」
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リーフレットひな形
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公衆衛生関係行政事務指導監査
について



公衆衛生関係行政事務指導監査について

令和５年度における、各制度ごとの主な重点事項は次のとおり。

○ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律関係
・ 被爆者健康手帳の審査・交付状況
・ 健康診断の実施状況
・ 原爆症認定申請の事務処理状況
・ 各種手当の認定、支給事務処理状況

○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律関係（結核に関する
事務に限る。）
・ 健康診断の実施状況
・ 医師及び病院管理者が行う届出状況
・ 家庭訪問等指導の実施状況
・ 就業制限の実施状況
・ 入院勧告の実施状況
・ 結核医療費の公費負担事務処理状況
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○ 難病の患者に対する医療等に関する法律関係
・ 支給認定等の状況
・ 特定医療受給者証交付状況
・ 指定医療機関及び指定医の指定状況
・ 指定難病審査会の設置・運営状況

○ 児童福祉法（小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務に限る。） 関係
・ 支給認定等の状況
・ 小児慢性特定疾病医療受給者証交付状況
・ 指定医療機関及び指定医の指定状況
・ 小児慢性特定疾病審査会の設置・運営状況

また、令和４年度の指導監査においても、是正改善を図る必要があると見受
けられる事項が散見されるので、改めて制度について理解の上、適切に対処さ
れるようお願いする。

※ 都道府県及び指定都市に対しては、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に係
る事務指導監査についても、本指導監査と併せて実施する予定。
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保健衛生施設等施設・設備整備費補助金
について



保健衛生施設等施設・設備整備費補助金

・原爆医療施設 ・原爆被爆者保健福祉施設 ・放射線影響研究所施設 ・農村検診センター
・小児がん拠点病院 ・ｴｲｽﾞ治療拠点病院 ・HIV検査・相談室 ・難病相談支援センター
・感染症指定医療機関 ・感染症外来協力医療機関 ・結核患者収容モデル病室 ・結核研究所
・多剤耐性結核専門医療機関 ・新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等患者入院医療機関 ・医薬分業推進支援ｾﾝﾀｰ ・食肉衛生検査所
・精神科病院 ・精神保健福祉センター ・精神科デイ・ケア施設 ・精神科救急医療センター

・原爆医療施設 ・原爆被爆者保健福祉施設 ・原爆被爆者健康管理施設 ・地方中核がん診療施設
・マンモグラフィ検診機関 ・ｴｲｽﾞ治療拠点病院 ・HIV検査・相談室 ・難病医療拠点・協力病院
・眼球あっせん機関 ・さい帯血バンク ・組織バンク ・末梢血幹細胞採取施設
・感染症指定医療機関 ・感染症外来協力医療機関 ・結核研究所 ・新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等患者入院医療機関
・医薬分業推進支援ｾﾝﾀｰ ・食肉衛生検査所 ・と畜場 ・市場衛生検査所
・精神科病院 ・精神保健福祉センター ・精神科デイ・ケア施設 ・精神科救急車
・精神科救急情報センター ・保健所 ・喫煙専用室等の基準適合性を検証する機関

目 的 ： 地域住民の健康増進や疾病の予防、治療を行い、もって公衆衛生の向上に寄与するため、都道府県等が設置

する感染症指定医療機関、エイズ治療拠点病院、難病医療拠点・協力病院や精神科病院等の整備促進を図る。

（１）保健衛生施設等施設整備費補助金 ３，６０１百万円 （ ３，６２３百万円）

（２）保健衛生施設等設備備費補助金 ２，５４１百万円 （ ３，４８５百万円）

※ 令和５年度整備計画についても、内示後に事業の延期・中止等の事態を生じさせることがないよう、管内の事業者等に
対しても適切な指導をお願いする。

令和５年度予算案、（）内は令和４年度予算額

２２

【一般会計】

【東日本大震災復興特別会計（復興庁一括計上）】

（１）保健衛生施設等災害復旧費補助金 ７６０百万円 （ ０百万円 ）

（２）保健衛生施設等設備災害復旧費補助金 １１百万円 （ ０百万円 ）



毒ガス障害者対策の概要について



２３

１．目 的
第二次大戦中、広島県大久野島にあった旧陸軍造兵廠忠海製造所等、福岡県北九州市にあった同曾根製
造所及び神奈川県寒川町にあった旧相模海軍工廠に従事していた者等の中には、当時製造していた毒ガ
スによる健康被害が多くみられることから、健康診断や相談指導の実施、医療費、各種手当の支給等を行
い、健康の保持と向上を図っている。

２．対象者
毒ガス障害者対策は、当時の従事関係に応じ、対策を講じている。

（１） 旧陸軍共済組合等の組合員であった者については財務省
→ 「ガス障害者救済のための特別措置要綱｣（昭２９）及び「ガス障害者に
対する特別手当等支給要綱｣（昭４５）により国家公務員共済組合連合会が実施

（２） 動員学徒、女子挺身隊員等の組合員以外の者については厚生労働省
→ 「毒ガス障害者に対する救済措置要綱｣（昭４９）により広島県、福岡県及び
神奈川県に委託して実施

財 務 省： 198人

厚生労働省： 810人

忠海： 770人

曾根： 37人

相模： 3人

（令和4年3月末現在)

３．疾病の範囲
・ 慢性呼吸器疾患（慢性鼻咽頭炎、慢性気管支炎等）
・ 同疾病に罹患しているものに発生した気道がん（副鼻腔がん､舌がん等）
・ 上記疾病にかかっている者に併発した循環器疾患、呼吸器感染症、
消化器疾患、皮膚疾患

＜対象者数＞

毒ガス障害者対策費

令和５年度予算（案）

452,401千円

うち 健康診断費

12,073千円

うち 医療費

17,273千円

うち 各種手当

406,444千円

うち 相談事業等

15,361千円

＜予算額＞



２４

４．対策の概要＜厚生労働省＞
① 健康管理手帳
② 健康診断
③ 医療手帳
④ 医療費
⑤ 特別手当

⑥ 医療手当

⑦ 健康管理手当
⑧ 保健手当
⑨ 介護手当
⑩ 家族介護手当

支給額

（令和4年度）

受 給 者

R4.3月末現在

① －

③ －

⑤ 104,660円

⑥入８以 37,350円

入８未 34,900円

⑦ 34,900円

⑧ 17,500円

⑨重度 105,560円

中度 70,360円

⑩ 22,280円

810人

752人

25人

658人

2人

0人

0人

0人

５．令和５年度予算（案）
４５２，４０１千円（うち委託額４５１，１５１千円）

動員学徒等として従事していた者に交付
年１回（一般検査､精密検査）
毒ガスに起因する疾病を有する者に交付
医療保険の自己負担分を支給
毒ガスに起因する疾病を有し、
かつ重篤と認められた者に支給
特別手当を支給されている者であって、
その疾病に係る療養を受けた期間について支給
毒ガスに起因する疾病が継続する者に支給
毒ガス障害の再発のおそれのある者に支給
費用を支出して介護を受けている者に支給
疾病が重度であり、家族の介護を要する状態
にある者に支給

６．創設年度
昭和４９年度


